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原因分析委員会第一部会 

 

１．事例の概要 

初産婦。妊娠３２週５日、切迫早産にて入院、リトドリン塩酸塩点滴投与

後、妊娠３６週３日に退院となった。妊娠３８週６日、陣痛が開始し、子宮

口開大５ｃｍで入院した。入院から４時間３１分後に、人工破膜が行われた。

羊水混濁はなかった。人工破膜から１２分後、胎児心拍数が７６から１２４

拍／分であり、酸素３Ｌ／分の投与が開始された。その１０分後に胎児心拍

数が７０拍／分台となり、その４分後、胎児心拍数が１００拍／分台である

ため、酸素４Ｌ／分に増量された。その２０分後、子宮口全開大が確認され

た。その２７分後、胎児心拍数は９０から１０４拍／分であり、看護スタッ

フは児頭下降不良と判断した。その２６分後、胎児心拍数は９０拍／分台で

あり、酸素５Ｌ／分に増量された。その４５分後、胎児心拍数は１４０から

１４２拍／分であり、酸素３Ｌ／分に減量された。その４５分後、経腟分娩

で児が娩出された。羊水混濁および臍帯巻絡は認められなかった。 

児の在胎週数は３８週６日で、出生体重は３１００ｇ台であった。臍帯動

脈血ガス分析は行われなかった。アプガースコアは生後１分、５分ともに４

点であった。生後１分、経皮的動脈血酸素飽和度９６％で、酸素６Ｌ／分の

投与が開始された。生後４５分高次医療機関ＮＩＣＵの医師が到着し、気管

挿管が行われた。児は高次医療機関ＮＩＣＵに搬送された。入院時の静脈血
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ガス分析値はｐＨ６．９８、ＢＥ－１５．３ｍｍｏｌ／Ｌであった。人工呼

吸器が装着され、脳低温療法が開始された。生後７日の頭部ＭＲＩでは、重

度の低酸素性虚血性脳症を反映している所見であった。 

本事例は病院における事例であり、産科医１名と、助産師２名、准看護師

１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、胎児低酸素・酸血症による低酸素

性虚血性脳症であると考えられる。胎児低酸素・酸血症の原因は特定はでき

ないが、頻回の子宮収縮に伴う臍帯圧迫による臍帯血流障害の可能性がある。

出生後の低酸素・酸血症の持続および帽状腱膜下血腫の発生が脳性麻痺発症

の増悪因子となった可能性がある。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

妊娠中の管理および切迫早産での入院中の管理は一般的である。 

胎児心拍数波形レベル５の状況で、急速遂娩を試みずに経過観察としたこ

とは基準から逸脱している。出生時、バッグ・マスクによる人工呼吸を行っ

たことは一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 

（１）胎児心拍数陣痛図の判読と対応について 

日本産婦人科学会周産期委員会推奨の指針を踏まえた判読法を参考に

すること、「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」を再度確認し、

胎児心拍数波形レベル分類を参考にした対応と処置を行うことが望まれ
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る。 

（２）臍帯動脈血ガス分析について 

臍帯動脈血ガス分析は、分娩時の胎児状態把握に有用であるため、実

施することが望まれる。 

（３）事例検討について 

児が重度の仮死で出生した場合や児に重篤な結果がもたらされた場合

は、その原因検索や今後の改善策等について院内で事例検討を行うこと

が望まれる。 

（４）胎盤病理組織学検査について 

胎盤の病理組織検査は、原因の解明に寄与する可能性があるので、分

娩経過に異常があった場合や重度の新生児仮死が認められた場合には実

施することが望まれる。 

（５）Ｂ群溶血性連鎖球菌（ＧＢＳ）スクリーニング検査について 

本事例では、腟分泌物培養検査（ＧＢＳスクリーニング）が妊娠３２

週に実施されていたが、「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」

では、妊娠３３週から３７週での実施を推奨しており、ガイドラインに

則して実施することが望まれる。 

２）当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 

特になし。 

３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

（１）学会・職能団体に対して 

特になし。 

（２）国・地方自治体に対して 

特になし。 

 


